
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養 力 だ よ り 
 

 老 人 保 健 施 設  清 華 苑 養 力 セ ン タ ー 

2020 
６ 月 号 

行事予定 
●お誕生日会（6月生まれの方対象） 

日時 6月 22日（月）１３時４５分〜１４時４５分 

場所 各階ホール 

 

※その他の行事は中止となっております。 

再開の目処が立ちましたら、お知らせいたします。 

 生きる力を養う施設 お客さま相談室の相談員が発行する「ようりきだより」  社会福祉法人 三幸福祉会 

YOURIKI 

保険証・認定証の呈示のお願い 

※対象者のみ 
保険証・認定証は、令和 2 年 7 月 31 日で有効期限が

切れます。新しい保険証・認定証が届き次第、事務所ま

でご持参ください。 

（コピーをさせて頂き、原本はご返却致します） 

 

□介護保険負担限度額認定証 

【居住費・食費の減額認定証】 

※市の介護保険課より更新書類が届きましたら、 

更新のお手続きをお願いします。 

□後期高齢者医療被保険者証 

□高齢重度障害者医療受給者証 

□介護保険負担割合証 

 

はるかのひまわり絆プロジェクト 
養力センターの中庭、「養力ガーデン」でひまわりを育てて

います。阪神淡路大震災で帰らぬ人となったはるかちゃん

所縁のひまわりです。 

夏には大きな花を咲かせてくれることを期待しています。

その頃には面会制限も解除され、ご利用者と共にご家族の

皆様にも楽しんでいただけることを祈っています。 

 

面会の一部解除について 
新型コロナウイルスの感染対策として、兵庫県並びに

明石市の指導により、令和 2 年 3 月 15 日より面会を

原則禁止してまいりましたが、兵庫県での緊急事態宣

言解除後、明石市より新たに方針が示されました。 

依然、第 2 波に予断を許さない状況にありますが、 

6 月 8日から、面会制限の一部緩和を実施いたします。 

但し、面会者からの感染を防ぐため、オンライン面会

を活用するようにと、厚生労働省・兵庫県から引き続

き要請されておりますので、直接面会を控えるご協力

をお願いいたします。 

 

※詳細は同封の別紙にてご確認ください。 

 

 
裏面もご確認頂きますよう 

お願い致します。 

全国老人保健施設

協会の機関誌「老

健」６月号の表紙

に昨年開催したシ

ニアファッション

ショーの写真が選

ばれ掲載されまし

た。おふたりとも

素敵な笑顔で写っ

ていますね★ 

 

TOPICS! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記事項につきましてご不明な点がございましたら、ご遠慮なく当苑職員までお問い合わせ下さい。 

 

老人保健施設 清華苑養力センター  

お客さま相談室 

TEL  ０７８−９３４−００７０ 

FAX  ０７８−９３４−００５８ 

 

 

 

 

 

 

 

                           様 

 

下記の□欄にレ点のある方は、チェックされた文面をご確認下さい。 
 

□ケアプラン開示の日程調整について（担当：ケアマネジャー 大中） 

３ヶ月に１度、定期的に会議を開催し、ご利用者様の状態に基づき計画書を 

作成しております。 

ご家族様と二人三脚でよりよいケアを目指すため、直接お会いし、 

ご意向を伺いたいと思います。 

計画書の開示は厚生労働省にて義務づけられています。 

  

ケアプラン説明の日程を調整させて頂きますので、当苑までご連絡下さい。 

（※メモ    月   日      14 時〜  

会議を行う予定です/行いました 

内容のご説明をさせていただきますので会議日以降にご連絡下さい。） 

  

□  介護保険証の更新手続きについて（担当：ケアマネジャー 大中） 

     介護保険証の有効期限迫っておりますので、更新手続きをさせて頂きます。 

     申請書と介護保険証（原本）をご持参下さい。 

   

□  介護保険更新手続きの結果報告と 

介護保険証持参のお願い（担当：ケアマネジャー 大中） 

新しい介護保険証が届きましたら、当苑までご持参下さい。 

新しい要介護度での手続きをさせて頂きます。 

 

□  入所期間の更新手続きについて（担当：酒井、阿部、大久保、竹内） 

入所受入れ期間の期限が迫っております（過ぎております）ので手続きが必要です。 

来苑される日時をご連絡下さい。（来苑時に相談室へお声かけ下さい） 

 

 

 

 


